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最
近
で
は
多
く
の
国
で
法
律
や
判
例
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
ウ
ェ
ブ
上
や
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ

Ｏ
Ｍ
で
公
開
さ
れ
、
格
段
に
ア
ク
セ
ス
し

や
す
く
な
っ
て
き
た
。
中
東
で
も
官
報
を

ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
す
る
国
や
、
関
係
省
庁

や
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
法
律
の
条
文

を
掲
載
す
る
国
が
増
え
て
い
る
。
そ
れ
で

も
和
訳
と
な
る
と
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
中

東
の
法
律
の
訳
文
を
入
手
で
き
る
資
料
に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
通
常
の
出
版
物
は
、

あ
く
ま
で
出
版
当
時
の
法
律
を
掲
載
し
て

い
る
の
で
、
過
去
の
法
律
に
つ
い
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
最
新
の
条
文
を

入
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は

一
九
九
○
年
代
以
降
の
法
律
の
和
訳
を
掲

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

コ
ー
ナ
ー

載
し
た
資
料
を
ま
ず
紹
介
し
、
改
正
状
況

に
つ
い
て
追
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
（
残

念
な
が
ら
こ
ち
ら
は
英
語
資
料
の
み
）
を

合
わ
せ
て
紹
介
す
る
（
特
に
所
蔵
館
に
言

及
が
な
け
れ
ば
当
館
所
蔵
資
料
で
あ
る
）。

ま
ず
憲
法
を
訳
し
て
収
録
し
た
資
料
と

し
て
『
中
東
基
礎
資
料
調
査:

主
要
中
東

諸
国
の
憲
法
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所　

二
○
○
一
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
資

料
に
は
和
訳
だ
け
で
な
く
、
原
文
と
解
説

も
つ
い
て
い
る
。
イ
ラ
ン
や
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
に
つ
い
て
は
右
記
資
料
に
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、『
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ

ー
ム
共
和
国
憲
法
』（
日
本
イ
ラ
ン
協
会　

一
九
八
九
年
）
や
鈴
木
均
編
著
『
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
現
代
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
』（
明
石

書
店　

二
○
○
五
年
）
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
。
憲
法
の
変
遷
や
過
去
の
憲
法
も
含

め
た
英
訳
を
入
手
す
る
に
はhttp://

w
w
w
.oefre.unibe.ch/law

/icl/index.htm
l

や

http://confinder.richm
ond.edu/

が
便
利
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
「
移
行
期
間
の
た
め
の

イ
ラ
ク
国
家
施
政
法
」（
い
わ
ゆ
る
「
基

本
法
」）
の
英
訳
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

経
済
関
係
の
法
律
は
、
中
東
協
力
セ
ン

タ
ー
や
ジ
ェ
ト
ロ
か
ら
和
訳
が
出
さ
れ
て

い
る
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
つ
い
て
は
、

ジ
ェ
ト
ロ
・
リ
ヤ
ド
事
務
所
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
が
充
実
し
て
い
る
。
会
社
法
や
外
国

投
資
法
、
労
働
法
に
加
え
て
、
地
方
行
政

法
等
の
和
訳
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://

w
w
w
.jetro.go.jp/turkey/m

iddleeast/

riyadh_indexj.htm
l

）。『
イ
ラ
ン
投
資
環

境
関
係
資
料
』（
中
東
協
力
セ
ン
タ
ー 

二

○
○
一
年
）
に
は
イ
ラ
ン
の
外
国
投
資
法

の
和
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト

に
つ
い
て
は
『
投
資
保
証
・
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
法
な
ら
び
に
そ
の
実
施
規
則
』（
中

東
協
力
セ
ン
タ
ー 

二
○
○
○
年
）
が
利

用
で
き
る
。
他
に
は
、
日
本
と
中
東
諸
国

と
の
友
好
協
会
が
法
律
の
和
訳
を
出
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
日
本
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
協
会
仮
訳
『
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
主

人
民
共
和
国
新
投
資
法:

一
九
九
三
年
九

月
二
二
日
採
択
』（
駐
日
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

大
使
館
﹇
出
版
年
不
明
﹈）、
ラ
ヒ
ー
ム
・

レ
ザ
ー
ザ
ー
デ
・
マ
レ
ッ
ク
他
編
、
日
本

イ
ラ
ン
協
会
訳
編
『
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー

ム
共
和
国
（
新
）
労
働
法
』（
日
本
イ
ラ

ン
協
会 

一
九
九
二
年
）、「
外
国
人
健
康

保
険
法
」（『
日
本
ク
ウ
ェ
イ
ト
協
会
報
』

№
201　

一
九
九
九
年
）、「﹇
イ
ラ
ン
﹈
刑

事
訴
訟
法
」（Chashm

,

№
93
│

108　

二

○
○
○
│
二
○
○
一
年
）
等
が
あ
る
。

家
族
法
に
つ
い
て
は
、
眞
田
芳
憲
・
松

村
明
編
著
『
イ
ス
ラ
ー
ム
身
分
関
係
法
』

（
中
央
大
学
出
版
部 

二
○
○
○
年
）
に
、

エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
法

律
の
和
訳
と
解
説
が
出
て
い
る
。
他
の
諸

国
に
つ
い
て
和
訳
は
な
い
が
、D

aw
oud 

El Alam
i and D

oreen H
inchcliffe, Islam

ic 

M
arriage and D

ivorce Law
s of the Arab 

W
orld

（C
IM
EL 

一
九
九
六
年
）
が
、
婚

姻
と
離
婚
に
関
す
る
条
項
を
英
訳
し
て
い

る
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
家
族
法
に
つ
い
て
は
、

古
典
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
基
盤
と
し
て
い
る

も
の
が
多
い
。
古
典
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
規

定
に
つ
い
て
は
、
柳
橋
博
之
著
『
イ
ス
ラ

ー
ム
家
族
法:

婚
姻
・
親
子
・
親
族
』（
創

文
社 

二
○
○
一
年
）
が
詳
し
い
。

ま
た
古
い
資
料
で
は
あ
る
が
、
日
本
イ

ラ
ン
協
会
編
『
イ
ラ
ン
の
法
律
』（
泰
流

社 

一
九
七
六
年
）
が
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ

ム
革
命
以
前
の
直
接
税
法
や
商
法
、
労
働

法
の
和
訳
を
掲
載
し
て
い
て
、
興
味
深
い
。

最
後
に
法
律
の
改
正
状
況
や
最
新
の
条

文
を
入
手
で
き
る
資
料
を
紹
介
し
よ
う
。

各
国
の
法
の
改
正
状
況
を
知
る
に
は
、

Eugene C
otran, C

hibli M
allat, Yearbook 

of Islam
ic and M

iddle E
astern Law

（Kluw
er Law

 International

）
が
便
利
で

あ
る
。
一
九
九
五
年
に
出
さ
れ
た
一
巻
で

は
各
国
の
様
々
な
法
を
概
説
し
、
以
後
毎

年
出
版
さ
れ
る
新
し
い
巻
で
は
、
国
毎
に

改
正
が
な
さ
れ
た
法
律
を
取
り
上
げ
解
説

し
て
い
る
。
ま
た
、G

raham
 & Trotm

an

やKluw
er Law

 International

が
出
版
し
て

い
るBusiness Law

s of 

…
（
国
名
）
シ

リ
ー
ズ
は
、
加
除
式
の
資
料
で
改
正
さ
れ

た
部
分
は
差
し
替
え
ら
れ
る
た
め
、
常
に

最
新
の
条
文
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
法
律
は
異

な
る
が
、
貿
易
法
や
会
社
法
、
労
働
法
や

民
法
、
関
連
の
規
制
等
に
つ
い
て
も
英
訳

を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
ト
ロ

の
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
は
、
イ
ラ

ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、

イ
ス
ラ
エ
ル
、
ヨ
ル
ダ
ン
を
揃
え
て
い
る
。

投
資
法
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
加
除
式
の

資
料Investm

ent Law
s of the W

orld: The 

D
eveloping N

ations

が
利
用
で
き
る
。

エ
ジ
プ
ト
に
関
し
て
は
、N

ational Bank 

of Egypt

のEconom
ic Bulletin

（
季
刊
）

に
毎
号
、
経
済
関
係
の
新
法
や
改
正
さ
れ

た
条
文
の
英
訳
と
掲
載
官
報
の
日
付
と
号

数
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
た 

か
は
し　

り
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
図
書
館
）

中
東
の
法
律
の
訳
文

を
入
手
す
る

高
橋
理
枝


